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こうか衛生Re:Go（リ・ゴー）はリデュース・リユース・リサイクルなど、ごみ減量化に関する取り組みを推進しています。

今年１月、湖南市で作業中の

ごみ収集車で起きた火災

令和３年に起きた衛生センター粗大処理棟の火災
写真は火災により損傷した設備の一部

近
年
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
を
使

用
し
た
製
品
を
原
因
と
す
る
火
災
事
故

が
、
全
国
の
ご
み
処
理
施
設
や
ご
み
収

集
車
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

当
施
設
で
も
、
搬
入
さ
れ
た
ご
み
の

中
に
混
入
し
た
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
発
火
が
起
こ
り
、

設
備
が
損
傷
し
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
は
、
一
時
的
に
粗
大
ご
み
の
予

約
を
停
止
し
ま
し
た
が
、
長
期
的
な
搬

入
制
限
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

焼
却
施
設
や
収
集
車
で
の
火
災
は
大

規
模
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
、

地
域
の
ご
み
処
理
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

リチウムイオン電池を燃えるごみと一緒に捨てないでください。
衛生センターでは回収できませんのでご注意ください。
お住いの市の処分方法に従って処分してください。

また、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページからも回収協力店を
検索することができます。こちらのQRコードを読み取っていただ
くと、ホームページへアクセスできます。

ネット予約はこちらから

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
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携
帯
電

話
や
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
、
小
型

扇
風
機
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
イ
ヤ
フ
ォ
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等
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
誤
っ
て
燃
え
る
ご
み
に
混
入
し
や

す
い
製
品
で
す
。
必
ず
分
別
し
、
燃

え
る
ご
み
に
は
出
さ
な
い
よ
う
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
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原
因
と
し
た

火
災
が
増
え
て
い
ま
す
。
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水銀体温計 水銀血圧計 蛍光灯

水銀体温計、水銀血圧計、蛍光灯、乾電池、ボタン電池は、お住いの
市の処分方法に従って処分してください。
水銀含有農薬はお近くのＪＡ、販売業者へ処分方法をご確認ください。

※事業所から廃棄するときは産業廃棄物として処分してください。
産業廃棄物の処理については、
（一社）滋賀県産業資源循環協会 TEL:077-521-2550まで
お問い合わせください。

水銀が含まれる製品の適正な処理に
ご協力ください

水銀を含む製品の適正な分別と排出は環境保護の観点から非常に重要です。
水銀は環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、適切な処理が
必要です。

乾電池 ボタン電池 水銀含有農薬

以下のようなごみの中には衛生センターで
処理できないものがあります

以下のようなごみの中には金属部品やガラス等の不燃物が含まれているものがあり、衛生センターで処理

できないものがあります。処理方法はお住いの市によって異なる場合がありますので、分別方法をご確認の

上、適正に処理していただくようお願いします。

また、可燃物であっても設備の都合上、処理できないものがあります。詳しくは衛生センター(0748-

62-5454）までお問合せください。

※古い乾電池やボタン電池に
微量の水銀が含まれています。

※昭和48年から使用が禁止されています。

焼却設備における水銀製品の混入は、排ガス中の水銀濃度を上昇させる
可能性があるため、適切な処理が必要です。
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